
  
 

構造改革特別区域基本方針の一部変更について 
 
 

平成 16 年 12 月 10 日 
閣 議 決 定 

 
 

構造改革特区の第５次提案に基づき新たに特区において講じるこ

とが可能となる規制の特例措置等を決定した「構造改革特区の第５

次提案に対する政府の対応方針」（平成 16 年９月 10 日構造改革特

別区域推進本部決定）、「特区において講じられた規制の特例措置

の評価及び今後の政府の対応方針」（平成 16 年９月 10 日構造改革

特別区域推進本部決定）等を踏まえ、構造改革特別区域法（平成 14
年法律第 189 号）第３条第３項に基づき、構造改革特別区域基本方

針（平成 15 年１月 24 日閣議決定）の一部を次のように変更する。 
 
１．  別表１中「103」の次に「104」を、「203」の次に「302」

を、「927」の次に「928」及び「930」を、「1007」の次に

「1008」及び「1009」を、「1135-3」の次に「1140」を、別

紙１のとおり追加する。 
 
２．   別表１中「401」、「402」、「403」、「405」、「406」、

「407」、「408」、「501,502,503」、「701」、「702」、

「707」、「803(818)」、「804」、「805」、「810」、「813」、

「814」、「821(801-1)」、「830」、「832」、「903」、「905」、

「910」、「927」、「1002」、「1007」、「1102」、「1103(1122)」、
「1104」、「1107」、「1119」、「1120」、「1133・1134」、

「1135-1」、「1135-2」、「1135-3」、「1201」、「1203」、

「1204」、「1209」、「1303」につき、別紙２のとおり改め

る。 
 
３．   別表２中「301」の次に「401」、「402」及び「403」を、

「404」の次に「405」、「406」、「407」、「408」及び「501,502,503」
を、「601」の次に「701」及び「702」を、「705」の次に「803」、
「804」、「805」及び「810」を、「902」の次に「903」を、

「904」の次に「905」を、「924」の次に「1002」、「1103」



  
 

及び「1104」を、「1106」の次に「1107」を、「1118」の次

に「1119」及び「1120」を、「1127」の次に「1133・1134」、

「1135-1」、「1135-2」、「1135-3」、「1201」及び「1204」
を、別紙３のとおり追加する。 

 
４．   別表２中「301」、「813」、「814」、「1209」につき、

別紙４のとおり改める。 
 
 
 


